
税額比較シミュレーション CASE３ 遠く離れていても医療費控除

家族構成
• 父 会社員
• 母 専業主婦
• 長女 下宿生活中の大学生
• 次女 高校生

長女は家族と離れて下宿生活をする大学生。歯の噛み合わせ治療のため、歯科矯正を行い、
30万円がかかった。その際、治療費は全額父が負担した。

年末調整当初 確定申告額 差額

収入金額 9,000,000 9,000,000 0

所得金額 7,000,000 7,000,000 0

所得控除額 3,313,200 3,513,200 +200,000

所得税額 316,200 275,363 -40,837

(参考)翌年の住民税額 411,500 391,500 -20,000

✔ 算出する際に使用した「源泉徴収票」と、作成された「確定申告書」のイメージ資料もチェックしてみよう






